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一
　
問
題
の
所
在

　
『
古
事
記
』
中
巻
仲
哀
天
皇
条
の
流
れ
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

〔
一
〕
系
譜
記
事

〔
二
〕
仲
哀
天
皇
の
崩
御

〔
三
〕
新
羅
親
征

〔
四
〕
鎮
懐
石
・
応
神
天
皇
の
出
産

〔
五
〕
神
功
皇
后
の
年
魚
釣
り

〔
六
〕
香
坂
王
・
忍
熊
王
の
反
乱

〔
七
〕
気
比
大
神
と
の
名
替
え

〔
八
〕
酒
楽
の
歌

　
〔
二
〕
に
あ
る
よ
う
に
、
仲
哀
天
皇
記
で
は
物
語
の
序
盤
で
天
皇

が
崩
御
す
る
た
め
、
物
語
の
大
半
は
仲
哀
天
皇
の
后
で
あ
る
神
功
皇

后
、
及
び
そ
の
御
子
応
神
天
皇
に
纏
わ
る
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

中
西
進
氏
（
注
１
）
や
神
野
志
隆
光
氏
（
注
２
）
に
よ
れ
ば
、
仲
哀
天
皇
記

は
応
神
天
皇
即
位
前
記
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
い
う
。
本
論
に

お
い
て
は
仲
哀
天
皇
記
が
応
神
天
皇
即
位
前
記
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
物
語
内
に
お
け
る
神
功
皇
后
の
働
き
を
看

過
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
物
語
を
神
功
応
神
物
語
と
捉
え
、
考

察
を
行
っ
て
い
く
。

　

神
功
応
神
物
語
は
戦
前
か
ら
多
く
の
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き

た
（
注
３
）。『
古
事
記
』
唯
一
の
外
征
譚
が
語
ら
れ
る
点
（〔
三
〕）
や

気
比
大
神
と
の
名
替
え
の
問
題
（〔
七
〕）
な
ど
、
そ
の
内
容
は
多
岐

に
わ
た
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
中
で
神
功
皇
后
の
年
魚
釣

り
に
関
し
て
は
、
未
だ
に
定
説
と
言
え
る
論
が
存
在
し
な
い
（
注
４
）。

加

村　

さ

と

る

『
古
事
記
』
研
究

︱
︱ 

神
功
皇
后
の
年
魚
釣
り
に
つ
い
て 

︱
︱
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神
功
皇
后
の
年
魚
釣
り
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
肥
前
国
風
土
記
』

に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
書
の
物
語
と
『
古
事
記
』

の
そ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
部
分
を

引
く
（
注
５
）。

亦
、
筑
紫
の
末
羅
県
の
玉
島
里
に
到
り
坐
し
て
、
其
の
河
の
辺

に
御
食
せ
し
時
は
、
四
月
の
上
旬
に
当
り
き
。
爾
く
し
て
、
其

の
河
中
の
礒
に
坐
し
て
、
御
裳
の
糸
を
抜
き
取
り
、
飯
粒
を
以

て
餌
と
為
て
、
其
の
河
の
年
魚
を
釣
り
き
〈
其
の
河
の
名
は
、

小
河
と
謂
ふ
。
亦
、
其
の
礒
の
名
は
、
勝
門
比
売
と
謂
ふ
ぞ
〉。

故
、
四
月
の
上
旬
の
時
に
、
女
人
の
、
裳
の
糸
を
抜
き
、
粒
を

以
て
餌
と
為
て
、
年
魚
を
釣
る
こ
と
、
今
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
。

（『
古
事
記
』
中
巻　

仲
哀
天
皇
条　

二
四
八
～
二
四
九
頁
）

夏
四
月
の
壬
寅
の
朔
に
し
て
甲
辰
に
、
北
火
前
国
の
松
浦
県
に

到
り
ま
し
て
、
玉
島
里
の
小
河
の
側
に
進
食
し
た
ま
ふ
。
是
に

皇
后
、
針
を
勾
げ
て
鉤
に
為
り
、
粒
を
取
り
て
餌
に
し
て
、
裳

の
縷
を
抽
き
取
り
て
緡
に
し
、
河
中
の
石
上
に
登
り
て
、
鉤
を

投
げ
祈
ひ
て
曰
は
く
、「
朕
、
西
、
財
国
を
求
め
む
と
欲
ふ
。

若
し
事
を
成
す
こ
と
有
ら
ば
、
河
の
魚
鉤
を
飲
へ
」
と
の
た
ま

ふ
。
因
り
て
竿
を
挙
げ
て
、
乃
ち
細
鱗
魚
を
獲
た
ま
ひ
つ
。
時

に
皇
后
の
曰
は
く
、「
希
見
し
き
物
な
り
」と
の
た
ま
ふ
。〈
希
見
、

此
に
は
梅
豆
邏
志
と
云
ふ
。〉
故
、
時
人
、
其
処
を
号
け
て
梅

豆
羅
国
と
曰
ふ
。
今
し
松
浦
と
謂
ふ
は
訛
れ
る
な
り
。
是
を
以

ち
て
、
其
の
国
の
女
人
、
四
月
の
上
旬
に
当
る
毎
に
、
鉤
を
以

ち
て
河
中
に
投
げ
、
年
魚
を
捕
る
こ
と
、
今
に
絶
え
ず
。
唯
し

男
夫
の
み
は
、
釣
る
と
雖
も
、
魚
を
獲
る
こ
と
能
は
ず
。

　
　
　

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
九　

神
功
皇
后
摂
政
前
紀
仲
哀
天
皇

九
年
四
月
条　

□一
一
四
二
〇
～
四
二
二
頁
）

松
浦
の
郡
。
郷
は
一
十
一
所
。〈
里
は
廿
六
。〉
駅
は
五
所
。
烽

は
八
所
な
り
。

昔
者
、
気
長
足
姫
の
尊
、
新
羅
を
征
伐
た
む
と
欲
し
て
、
こ
の

郡
に
行
し
て
、
玉
嶋
の
小
河
の
側
に
進
食
し
た
ま
ひ
き
。
こ
こ

に
、
皇
后
、
針
を
勾
げ
て
鉤
と
為
し
、
飯
粒
を
餌
と
為
し
、
裳

の
糸
を
緡
と
為
し
て
、
河
中
の
石
に
登
り
て
鉤
を
捧
げ
て
祝
ぎ

て
曰
り
た
ま
は
く
、「
朕
れ
、
新
羅
を
征
伐
ち
て
そ
の
財
宝
を

求
め
ま
く
欲
り
す
。
そ
の
事
功
成
り
て
凱
旋
ら
む
に
は
、
細
鱗

の
魚
、
朕
が
鉤
緡
を
吞
め
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
や
が
て
鉤
を
投

げ
た
ま
ひ
、
片
時
に
て
、
果
し
て
そ
の
魚
を
得
た
ま
ふ
。
皇
后
、

曰
り
た
ま
は
く
、「
甚
希
見
し
き
物
そ
。〈
希
見
を
ば
、
梅
豆
羅

志
と
謂
ふ
〉」
と
の
り
た
ま
ふ
。
因
り
て
希
見
の
国
と
曰
ふ
。

今
訛
り
て
松
浦
の
郡
と
謂
ふ
。
所
以
に
、
こ
の
国
の
婦
女
、
孟

夏
四
月
に
は
、
常
に
針
以
て
年
魚
を
釣
る
。
男
夫
は
釣
る
と
雖

も
、
獲
る
こ
と
能
は
ず
。

（『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
の
郡　

三
二
八
～
三
二
九
頁
）　
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『
日
本
書
紀
』
や
『
肥
前
国
風
土
記
』
に
お
い
て
は
、
年
魚
を
釣

る
こ
と
が
新
羅
親
征
の
成
否
を
占
う
た
め
の
誓
約
と
さ
れ
、
物
語
に

整
合
性
が
持
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

『
古
事
記
』
の
年
魚
釣
り
の
物
語
は
新
羅
親
征
と
は
全
く
関
連
付
け

ら
れ
ず
、「
ま
っ
た
く
前
後
か
ら
遊
離
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
」（
注
６
）
と

さ
え
言
わ
れ
る
。

　

前
述
し
た
如
く
、
神
功
応
神
物
語
は
応
神
天
皇
即
位
前
記
と
し
て

の
性
格
を
有
す
る
。
そ
の
よ
う
な
物
語
の
な
か
で
、
母
で
あ
る
神
功

皇
后
が
年
魚
を
釣
っ
た
話
を
語
る
こ
と
の
意
義
は
何
な
の
か
。
本
論

で
は
物
語
全
体
の
構
造
や
テ
ー
マ
、
及
び
他
の
物
語
と
の
比
較
検
討

を
通
し
て
、
神
功
皇
后
の
年
魚
釣
り
の
位
置
づ
け
と
そ
の
意
義
を
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
　
釣
り
糸
と
し
て
使
わ
れ
た
「
裳
」

　
『
古
事
記
』
で
は
、〔
四
〕
鎮
懐
石
・
応
神
の
出
産
と
〔
五
〕
神
功

皇
后
の
年
魚
釣
り
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
亦
」
と
い
う
助
詞
で
も
っ

て
一
続
き
に
語
ら
れ
て
い
る
。

故
、
其
の
政
未
だ
竟
ら
ぬ
間
に
、
其
の
懐
妊
め
る
を
産
む
と
き

に
臨
み
て
、
即
ち
御
腹
を
鎮
め
む
と
為
て
、
石
を
取
り
て
御
裳

の
腰
に
纏
き
て
、
竺
紫
国
に
渡
る
に
、
其
の
御
子
は
、
あ
れ
坐

し
き
、
故
、
其
の
御
子
を
生
み
し
地
を
号
け
て
宇
美
と
謂
ふ0

。

亦
、
其
の
御
裳
に
纏
け
る
石
は
、
筑
紫
国
の
伊
斗
村
に
在
り
。

筑
紫
の
末
羅
県
の
玉
島
里
に
到
り
坐
し
て
、
其
の
河
の
辺
に
御

食
せ
し
時
は
、
四
月
の
上
旬
に
当
り
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
河

中
の
礒
に
坐
し
て
、
御
裳
の
糸
を
抜
き
取
り
、
飯
粒
を
以
て
餌

と
為
て
、
其
の
河
の
年
魚
を
釣
り
き
〈
其
の
河
の
名
は
、
小
河
と

謂
ふ
。
亦
、
其
の
礒
の
名
は
、
勝
門
比
売
と
謂
ふ
ぞ
。〉
故
、
四
月
の

上
旬
の
時
に
、
女
人
の
、
裳
の
糸
を
抜
き
、
粒
を
以
て
餌
と
為

て
、
年
魚
を
釣
る
こ
と
、
今
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
。

（『
古
事
記
』
中
巻　

仲
哀
天
皇
条　

二
四
八
～
二
四
九
頁
）

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
物
語
は
関
連
付
け
ら
れ
て
お

ら
ず
、『
古
事
記
』
は
「
亦
」
で
繋
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
二
つ
の
物
語

に
関
係
性
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
点
か
ら
、『
古

事
記
』
の
年
魚
釣
り
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
鎮
懐
石
・
応
神
天
皇
出

産
の
物
語
と
の
関
わ
り
か
ら
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
着
目
し
た
の
が「
裳
」で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た『
古
事
記
』

本
文
に
は
「
裳
」
の
用
例
が
鎮
懐
石
・
応
神
天
皇
出
産
に
お
い
て
二

回
、
年
魚
釣
り
に
お
い
て
二
回
の
計
四
回
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り

「
裳
」
は
、「
亦
」
で
続
け
た
物
語
に
お
け
る
共
通
項
で
あ
り
、
こ
れ

ら
一
連
の
物
語
を
読
み
解
く
鍵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
『
古
事
記
』
全
体
に
お
け
る
「
裳
」
の
用
例
を

見
て
い
き
た
い
。
鎮
懐
石
・
応
神
天
皇
出
産
及
び
神
功
皇
后
の
年
魚

釣
り
以
外
の
「
裳
」
の
用
例
は
以
下
の
三
例
で
あ
る
。
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《
前
略
》
天
宇
受
売
命
、
手
次
に
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
繫

け
て
、
天
の
真
析
を
縵
と
為
て
、
手
草
に
天
の
香
山
の
小
竹
の

葉
を
結
ひ
て
、
天
の
石
屋
の
戸
に
う
け
を
伏
せ
て
、
蹈
み
と
ど

ろ
こ
し
、
神
懸
り
為
て
、
胸
乳
を
掛
き
出
だ
し
、
裳
の
緒
を
ほ

と
に
忍
し
垂
れ
き
。
爾
く
し
て
、
高
天
原
動
み
て
、
八
百
万
の

神
共
に
咲
ひ
き
。

　
　
　

（『
古
事
記
』
上
巻　

天
照
大
御
神
と
須
佐
之
男
命
条　

六
四
～
六
五
頁
）

故
、
大
毘
古
命
、
高
志
国
に
罷
り
往
き
し
時
に
、
腰
裳
を
服
た

る
少
女
、
山
代
の
幣
羅
坂
に
立
ち
て
、
歌
ひ
て
曰
は
く
、

御
真
木
入
日
子
は
や　

御
真
木
入
日
子
は
や　

己
が
緒
を　

盗

み
殺
せ
む
と　

後
つ
戸
よ　

い
行
き
違
ひ　

前
つ
戸
よ　

い
行

き
違
ひ　

窺
は
く　

知
ら
に
と　

御
真
木
入
日
子
は
や

是
に
、
大
毘
古
命
、
怪
し
と
思
ひ
て
、
馬
を
返
し
、
其
の
少
女

を
問
ひ
て
曰
ひ
し
く
、「
汝
が
謂
へ
る
言
は
、
何
の
言
ぞ
」
と

い
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
少
女
が
答
へ
て
曰
は
く
、「
吾
は
、
言

ふ
こ
と
勿
し
。
唯
に
歌
を
詠
は
む
と
為
つ
ら
く
の
み
」
と
い
ひ

て
、
即
ち
其
の
所
如
も
見
え
ず
し
て
、
忽
ち
に
失
せ
に
き
。

 

（『
古
事
記
』
中
巻　

崇
神
天
皇
条　

一
八
八
～
一
八
九
頁
）

是
に
、
天
皇
、
其
の
御
子
の
建
く
荒
き
情
を
惶
り
て
詔
は
く
、

「
西
の
方
に
熊
曾
建
二
人
有
り
。
是
、
伏
は
ず
礼
無
き
人
等
ぞ
。

故
、
其
の
人
等
を
取
れ
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
遣
し
き
。
此
の

時
に
当
り
て
、
其
の
御
髪
を
額
に
結
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
小
碓

命
、
其
の
姨
倭
比
売
命
の
御
衣
・
御
裳
を
給
は
り
て
、
剣
を
御

懐
に
納
れ
て
、
幸
行
し
き
。

故
、熊
曾
建
が
家
に
到
り
て
見
れ
ば
、其
の
家
の
辺
に
し
て
、軍
、

三
重
に
囲
み
、
室
を
作
り
て
居
り
き
。
是
に
、「
御
室
の
楽
を

為
む
」
と
言
ひ
動
み
て
、
食
物
を
設
け
備
へ
き
。
故
、
其
の
傍

を
遊
び
行
き
て
、
其
の
楽
の
日
を
待
ち
き
。

爾
く
し
て
、
其
の
楽
の
日
に
臨
み
て
、
童
女
の
髪
の
如
く
、
其

の
結
へ
る
御
髪
を
梳
り
垂
れ
、
其
の
姨
の
御
衣
・
御
裳
を
服
て
、

既
に
童
女
の
姿
と
成
り
、
女
人
の
中
に
交
り
立
ち
て
、
其
の
室

の
内
に
入
り
坐
し
き
。

（『
古
事
記
』
中
巻　

景
行
天
皇
条　

二
一
六
～
二
一
九
頁
）

　

一
つ
目
の
用
例
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
籠
っ
て
い
る
天
の
石
屋
の
前

で
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
神
懸
り
す
る
場
面
で
あ
る
。
神
懸
り
し
た
ウ

ズ
メ
は
胸
を
出
し
、
ホ
ト
、
す
な
わ
ち
女
陰
を
露
わ
に
す
る
。
本
居

宣
長
（
注
７
）
は
、「
裳
」
に
関
し
て
は
「
毛
比
毛
と
訓
べ
し
。〔
書
紀

の
訓
に
依
れ
り
。〕
裳
を
結
る
紐
な
り
。」
と
あ
る
の
み
で
、
胸
や
ホ

ト
を
出
し
て
い
る
理
由
に
重
き
を
置
き
、「
正
心
を
失
て
、
物
に
狂

ふ
狀
を
な
す
な
り
。〔
こ
れ
即
神
懸
の
狀
な
り
。〕」、「
凡
て
此
神
の
、

人
に
耻
ず
て
か
か
る
態
ど
も
を
爲
る
ぞ
、
宇
受
賣
の
名
に
負
る
強
悍

に
あ
り
け
る
。」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
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学
全
集
』
の
頭
注
も
「
裳
」
に
は
全
く
触
れ
ず
、「
女
陰
の
露
出
は

邪
気
を
払
う
た
め
の
呪
術
的
意
味
が
あ
る
」と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。

よ
っ
て
、「
裳
」
の
紐
を
垂
ら
す
と
し
て
い
る
点
を
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

二
つ
目
の
用
例
は
、
崇
神
天
皇
の
御
世
、
オ
オ
ビ
コ
ノ
ミ
コ
ト
が

高
志
国
に
下
っ
た
際
に
「
腰
裳
を
服
た
る
少
女
」
に
出
会
っ
た
と
い

う
話
で
あ
る
。
こ
の
少
女
は
歌
で
も
っ
て
神
の
意
向
を
伝
え
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
条
に
も
崇
神
天
皇
の
危

険
を
知
ら
せ
る
歌
を
歌
う
少
女
が
登
場
す
る
が
、そ
こ
で
は
「
腰
裳
」

を
着
て
い
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。『
古
事
記
』の
物
語
で
は
、「
大

毘
古
の
命
に
危
急
を
し
ら
せ
た
の
が
腰
裳
服
せ
る
少
女
で
あ
っ
た
と

す
る
と
こ
ろ
に
」（
注
８
）
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

三
つ
目
の
用
例
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
景
行
天
皇
の
命
を
受
け
て

ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
を
征
伐
し
に
い
く
に
あ
た
り
、
そ
の
前
に
姨
の
ヤ
マ

ト
ヒ
メ
か
ら
「
御
衣
」
と
「
御
裳
」
を
借
り
、
そ
れ
で
も
っ
て
女
装

を
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
関
し
て
は
伊
勢
神
宮
神
威
譚
や

ヤ
マ
ト
ヒ
メ
霊
威
譚
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
な
ど
が
既
に
論

じ
ら
れ
て
い
る（
注
９
）。『
日
本
書
紀
』の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
で
は
、

西
征
に
際
し
て
、「
裳
」
を
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
か
ら
渡
さ
れ
た
と
い
う
記

述
は
な
い
（
注
10
）。『
古
事
記
』
の
物
語
に
お
い
て
は
、
姨
ヤ
マ
ト
ヒ

メ
の
「
裳
」
で
も
っ
て
女
装
を
す
る
こ
と
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
力
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
用
例
及
び
神
功
応
神
物
語
の
「
裳
」
の
用
例
を
比

較
し
た
と
き
、「
裳
」
の
持
ち
主
で
あ
る
神
功
皇
后
・
ア
メ
ノ
ウ
ズ

メ
・「
腰
裳
服
た
る
少
女
」・
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
の
四
者
に
は
共
通
点
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
女
性
が
巫
女
的
性
格
を
有

し
、
さ
ら
に
そ
の
力
で
も
っ
て
、
物
語
の
核
と
な
る
人
物
を
援
助
す

る
役
割
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
女

性
は
そ
の
核
と
な
る
人
物
と
婚
姻
関
係
を
結
ば
ず
し
て
援
助
を
す
る

と
い
う
点
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

西
郷
信
綱
氏
（
注
11
）、
阪
下
圭
八
氏
（
注
12
）、
倉
塚
曄
子
氏
（
注
13
）
に

よ
れ
ば
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
天
つ
神
の
場
合
は
国
つ
神
の
女
と
、

天
皇
の
場
合
は
豪
族
の
女
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
聖
婚
で
あ
る

と
さ
れ
、
天
皇
に
と
っ
て
聖
婚
を
す
る
こ
と
は
、
即
位
儀
礼
の
一
環

で
あ
り
、
天
皇
家
の
支
配
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま

り
、
天
皇
に
と
っ
て
聖
婚
の
相
手
と
な
る
豪
族
の
女
は
、
力
を
与
え

て
く
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
、「
腰
裳
を
服
た
る

少
女
」、
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
、
そ
し
て
神
功
皇
后
の
四
者
は
、
こ
の
聖
婚

を
経
ず
し
て
、
物
語
の
中
心
人
物
を
援
助
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
日
本
書
紀
』
の
「
裳
」
の
用
例
は
、
こ
う
し
た
『
古

事
記
』
の
用
例
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
そ
の
用
例
と
し
て
仁
徳
紀

及
び
天
武
紀
の
例
を
挙
げ
る
。

爰
に
皇
后
、
奏
言
し
た
ま
は
く
、「
雌
鳥
皇
女
、
寔
に
重
罪
に

当
れ
り
。
然
れ
ど
も
其
の
殺
さ
む
日
に
、
皇
女
の
身
を
露
に
せ



− 6−

む
こ
と
を
欲
せ
ず
」
と
ま
を
し
た
ま
ふ
。
乃
因
り
て
雄
鯽
等
に

勅
し
た
ま
は
く
、「
皇
女
の
齎
て
る
足
玉
・
手
玉
を
な
取
り
そ
」

と
の
た
ま
ふ
。
雄
鯽
等
追
ひ
て
菟
田
に
至
り
、素
珥
山
に
迫
む
。

時
に
草
中
に
隠
れ
、
僅
に
免
る
る
こ
と
得
て
、
急
く
走
げ
て
山

を
越
ゆ
。
是
に
皇
子
、
歌
し
て
曰
く
、

　
　

梯
立
の　

嶮
し
き
山
も　

我
妹
子
と　

二
人
超
ゆ
れ
ば　

安

蓆
か
も

と
い
ふ
。
爰
に
雄
鯽
等
、
免
れ
ぬ
る
こ
と
を
知
り
て
、
急
く
伊

勢
の
蔣
代
野
に
追
ひ
及
き
て
殺
す
。
時
に
雄
鯽
等
、
皇
女
の
玉

を
探
り
、
裳
中
よ
り
得
つ
。
乃
ち
二
王
の
屍
を
以
ち
て
、
廬
杵

河
の
辺
に
埋
み
て
、
復
命
す
。
皇
后
、
雄
鯽
等
に
問
は
し
め
て

曰
は
く
、「
皇
女
の
玉
を
見
き
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
言

さ
く
、「
見
ず
」
と
ま
を
す
。

是
の
歳
に
、
新
嘗
の
月
に
当
り
て
、
宴
会
の
日
を
以
ち
て
、
酒

を
内
外
命
婦
等
に
賜
ふ
。
是
に
近
江
の
山
君
稚
守
山
が
妻
と
采

女
磐
坂
媛
と
、
二
女
の
手
に
良
き
珠
纏
け
り
。
皇
后
、
其
の
珠

を
見
た
ま
ふ
に
、
既
に
雌
鳥
皇
女
の
珠
に
似
れ
り
。
則
ち
疑
ひ

て
、
有
司
に
命
し
て
、
其
の
玉
を
得
た
る
由
を
問
は
し
め
た
ま

ふ
。
対
へ
て
言
さ
く
、「
佐
伯
直
阿
俄
能
胡
が
妻
の
玉
な
り
」

と
ま
を
す
。
仍
り
て
阿
俄
能
胡
を
推
鞫
ひ
た
ま
ふ
。
対
へ
て
曰

さ
く
、「
皇
女
を
誅
し
し
日
に
、
探
り
て
取
り
き
」
と
ま
を
す
。

即
ち
阿
俄
能
胡
を
殺
さ
む
と
し
た
ま
ふ
。
是
に
阿
俄
能
胡
、
乃

ち
己
が
私
地
を
献
り
て
、
死
を
免
れ
む
と
請
ふ
。
故
、
其
の
地

を
納
れ
て
、
死
罪
を
赦
し
た
ま
ふ
。
是
を
以
ち
て
、
其
の
地
を

号
け
て
、
玉
代
と
曰
ふ
。

　
　
　

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
一　

仁
徳
天
皇
四
十
年
二
月
条　

二
五
四
～
六
一
頁
）

丙
戌
に
、
多
禰
島
に
遣
は
し
し
使
人
等
、
多
禰
国
の
図
を
貢
る
。

其
の
国
、
京
を
去
る
こ
と
五
千
余
里
、
筑
紫
の
南
の
海
中
に
居

り
。
髪
を
切
り
草
の
裳
き
、
粳
稲
常
に
豊
に
し
て
、
一
た
び
艹殖

ゑ
両
た
び
収
む
。
土
毛
は
支
子
・
莞
子
、
及
種
々
の
海
物
等
多

し
。
是
の
日
に
、
若
弼
、
国
に
帰
る
。

　
　
　

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
九　

天
武
天
皇
十
年
八
月
条　

三
四
一
〇
～
四
一
一
頁
）

　

仁
徳
紀
に
見
え
る
メ
ト
リ
ノ
ミ
コ
は
「
寔
に
重
罪
に
当
」
る
言
動

を
と
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
傍
線
箇
所
の
通
り
「
裳
」
の
持
ち
主
と
さ

れ
る
。『
古
事
記
』
に
も
メ
ト
リ
ノ
ミ
コ
に
纏
わ
る
話
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
裳
」
の
記
載
は
な
い
。
ま
た
、
天
武
紀
の

例
は
「
多
禰
島
」
に
纏
わ
る
話
で
あ
る
が
、こ
れ
も
ま
た
『
古
事
記
』

の
例
と
は
異
な
る
意
識
で
「
裳
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て

と
れ
る
。
つ
ま
り
、『
日
本
書
紀
』
の
「
裳
」
の
持
ち
主
は
必
ず
し

も
援
助
の
役
割
を
付
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
対
し
、『
古
事
記
』

の
「
裳
」
の
持
ち
主
は
、
四
者
と
も
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
。



− 7−

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
古
事
記
』
神
功
応
神
物
語
に
お
い
て
は
神

功
皇
后
が
「
裳
」
の
持
ち
主
と
さ
れ
、
応
神
天
皇
へ
の
援
助
を
果
た

す
役
割
を
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
次
に
、
神
功

皇
后
か
ら
応
神
天
皇
へ
の
援
助
の
仔
細
を
見
て
い
き
た
い
。

三
　
産
後
も
続
く
援
助
の
役
割

　

神
功
皇
后
か
ら
応
神
天
皇
へ
の
援
助
は
出
産
以
前
か
ら
始
ま
る
。

神
功
皇
后
は
応
神
天
皇
を
身
籠
っ
た
身
体
で
新
羅
親
征
へ
と
赴
く
が

（〔
三
〕）、
そ
の
功
績
は
系
譜
記
事
に

又
、
息
長
帯
比
売
命
〈
是
は
、
大
后
ぞ
〉
を
娶
り
て
、
生
み
し
御

子
は
、
品
夜
和
気
命
。
次
に
、
大
鞆
和
気
命
、
亦
の
名
は
、
品

陀
和
気
命
〈
二
柱
〉。
此
の
太
子
の
御
名
を
大
鞆
和
気
命
と
負
せ

し
所
以
は
、
初
め
、
生
め
る
時
に
、
鞆
の
如
き　

、
御
腕
に
生

り
き
。
故
、
其
の
御
名
を
著
け
き
。
是
を
以
て
知
り
ぬ
、
腹
に

坐
し
て
国
を
平
げ
つ
る
こ
と
を
。

（『
古
事
記
』
中
巻　

仲
哀
天
皇
条　

二
四
〇
～
二
四
一
頁
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
応
神
天
皇
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

　

ま
た
、
出
産
後
も
援
助
は
続
く
。
例
え
ば
、〔
六
〕
香
坂
王
・
忍

熊
王
の
反
乱
に
際
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
神
功
皇
后
が
自
ら
喪
船

の
計
略
を
立
て
る
。

是
に
、
息
長
帯
日
売
命
、
倭
に
還
り
上
る
時
に
、
人
の
心
を
疑

ひ
し
に
因
り
て
、
一
つ
喪
船
を
具
へ
て
、
御
子
を
其
の
喪
船
に

載
せ
て
、
先
づ
、「
御
子
既
に
崩
り
ま
し
ぬ
」
と
言
ひ
漏
さ
し

め
き
。

（『
古
事
記
』
中
巻　

仲
哀
天
皇
条　

二
四
八
～
二
四
九
頁
）

　

そ
し
て
気
比
大
神
と
の
名
替
え
を
終
え
、「
倭
」
へ
と
帰
還
し
た

応
神
天
皇
に
対
し
、神
功
皇
后
は
「
待
酒
」
を
献
上
し
「
酒
楽
の
歌
」

を
詠
む
（
注
14
）。

是
に
、
還
り
上
り
坐
し
し
時
に
、
其
の
御
祖
息
長
帯
日
売
命
、

待
酒
を
醸
み
て
献
り
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
御
祖
の
御
歌
に
曰

は
く
、

こ
の
御
酒
は　

我
が
御
酒
な
ら
ず　

酒
の
司　

常
世
に
坐
す

石
立
た
す　

少
御
神
の　

神
寿
き　

寿
き
狂
し　

豊
寿
き　

寿
き
廻
し　

奉
り
来
し
御
酒
ぞ　

止
さ
ず
飲
せ　

さ
さ

如
此
歌
ひ
て
、
大
御
酒
を
献
り
き
。
爾
く
し
て
、
建
内
宿
禰
命
、

御
子
の
為
に
答
へ
て
、
歌
ひ
て
曰
は
く
、

こ
の
御
酒
を　

醸
み
け
む
人
は　

そ
の
鼓　

臼
に
立
て
て　

歌
ひ
つ
つ　

醸
み
け
れ
か
も　

舞
ひ
つ
つ　

醸
み
け
れ
か
も

こ
の
御
酒
の　

御
酒
の　

あ
や
に
甚
楽
し　

さ
さ
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此
は
、
酒
楽
の
歌
ぞ
。

（『
古
事
記
』
中
巻　

仲
哀
天
皇
条　

二
五
四
～
二
五
五
頁
）

　

さ
て
、こ
の
神
功
皇
后
の
出
産
後
の
援
助
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』

の
他
の
物
語
と
様
子
が
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、『
古
事
記
』
の
他

の
出
産
の
場
面
が
描
か
れ
た
女
性
は
出
産
以
降
、
そ
の
産
ん
だ
子
と

の
関
わ
り
が
描
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
ニ
ニ
ギ
と
一
宿
婚
で
子
を
生
し
た
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ

ビ
メ
に
つ
い
て
、
生
ま
れ
た
ホ
デ
リ
と
ホ
ヲ
リ
は
海
幸
山
幸
の
話
で

有
名
だ
が
、
海
幸
山
幸
の
話
の
中
で
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
名

が
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
ホ
ヲ
リ
の
結
婚
相
手
と
な
る
ト

ヨ
タ
マ
ビ
メ
も
ま
た
、
出
産
の
場
面
が
描
か
れ
る
登
場
人
物
の
一
人

で
あ
る
が
、
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
同
様
に
出
産
以
降
は
物
語
に

登
場
し
な
い
。

　

垂
仁
記
に
語
ら
れ
る
サ
ホ
ビ
メ
の
出
産
に
関
し
て
は
、
出
産
後
も

サ
ホ
ビ
メ
と
天
皇
と
の
問
答
が
語
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
御
子
で
あ
る

ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
名
付
け
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
神
功
皇

后
の
応
神
天
皇
へ
の
関
わ
り
方
と
比
較
す
る
と
、
サ
ホ
ビ
メ
の
ホ
ム

チ
ワ
ケ
へ
の
態
度
は
決
し
て
積
極
的
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
例
に
対
し
、
先
に
見
た
如
く
、
神
功
皇
后
は
出
産
以
降

も
応
神
天
皇
と
積
極
的
に
関
わ
り
援
助
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
で
あ
る
の
が
、
応
神
天
皇
出
産
の
直
後
で
あ
り
、
か
つ

異
母
兄
弟
の
反
乱
の
直
前
に
神
功
皇
后
の
年
魚
釣
り
が
語
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
出
産
と
出
産
後
の
援
助
と
の
間

に
年
魚
釣
り
が
描
か
れ
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

四
　「
裳
」
で
釣
り
を
す
る
こ
と
の
意
義

　

こ
こ
で
改
め
て
、「
裳
」
に
着
目
し
た
い
。
前
掲
の
よ
う
に
、
神

功
応
神
物
語
に
お
い
て
「
裳
」
は
鎮
懐
石
・
応
神
天
皇
出
産
の
物
語

と
神
功
皇
后
の
年
魚
釣
り
の
物
語
と
に
記
載
が
あ
る
。
鎮
懐
石
・
応

神
天
皇
出
産
の
物
語
に
お
い
て
は
、
神
功
皇
后
が
そ
の
御
腹
を
鎮
め

る
に
あ
た
り
用
い
ら
れ
た
「
石
」
に
ば
か
り
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、『
古
事
記
』
の
こ
の
物
語
を
見
る
と
き
、二
度
も
「
裳
」
に
「
石
」

を「
纒
」い
た
、と
さ
れ
て
い
る
点
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
鎮
懐
石
・
応
神
天
皇
出
産
と
神
功
皇
后

の
年
魚
釣
り
と
は
「
亦
」
と
い
う
助
詞
で
も
っ
て
一
連
の
物
語
と
し

て
扱
わ
れ
、「
裳
」
と
い
う
共
通
項
を
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
古

事
記
』
は
、
出
産
の
際
に
用
い
た
「
裳
」
で
釣
り
を
す
る
こ
と
に
、

何
ら
か
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
神
功
皇
后
の
年
魚
釣
り
は
出
産
の
直

後
、
か
つ
異
母
兄
弟
の
反
乱
の
物
語
の
直
前
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
出
産
の
穢
れ
と
の
関
連
だ
。
出
産
に
用
い

た
「
裳
」
を
河
に
垂
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
出
産
の
穢
れ
を
清
め
る
禊
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に
準
ず
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　

釣
れ
た
魚
が
年
魚
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
神
功

皇
后
が
「
裳
」
を
垂
ら
し
た
河
を
、『
古
事
記
』
は
「
其
の
河
の
名
は
、

小
河
と
謂
ふ
。」
と
し
て
い
る
。
本
居
宣
長
（
注
15
）
は
「
小
河
」
に
つ

い
て
、「
小
は
小
長
谷
・
小
筑
波
な
ど
云
小
に
て
、
称
云
辭
な
り
。〔
必

し
も
小
き
由
に
は
非
ず
。〕
小
河
と
云
る
例
も
多
し
。
小
田
・
小
野
・

小
濱
な
ど
云
類
な
り
。〔
萬
葉
に
、
小
国
・
小
里
・
小
林
・
小
峯
な

ど
も
あ
り
。〕」
と
述
べ
、「
小
」
は
美
称
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
河
は
清
流
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。ま
た
、『
風
土
記
』

に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

郡
の
北
二
里
に
、
山
田
の
里
あ
り
。
多
に
墾
田
を
為
れ
り
。
因

り
て
以
て
名
づ
く
。
あ
ら
ゆ
る
清
河
は
、
源
、
北
の
山
に
発
り
、

近
く
郡
家
の
南
を
経
て
、
久
慈
の
河
に
会
ふ
。
多
に
年
魚
を
取

る
。
大
き
さ
腕
の
ご
と
し
。
そ
の
清
河
の
潭
を
、石
門
と
謂
ふ
。

（『
常
陸
国
風
土
記
』
久
慈
の
郡　

四
〇
八
～
四
一
一
頁
）

田
河
の
郡
。

鹿
春
の
郷
。
郡
の
東
北
の
か
た
に
あ
り
。

こ
の
郷
の
中
に
河
あ
り
て
年
魚
在
め
り
。
そ
の
源
は
郡
の
東
北

の
か
た
な
る
杉
坂
山
ゆ
出
づ
。
直
に
正
西
を
指
し
て
流
下
り
、

真
漏
の
河
に
湊
会
へ
り
。
こ
の
河
の
瀬
、
清
浄
し
。
因
り
て
清

河
原
の
村
と
号
け
け
り
。
今
、
鹿
春
の
郷
と
謂
ふ
は
訛
れ
る
な

り
。（『

豊
前
国
風
土
記
』
逸
文
（
甲
類
）　

五
四
八
～
五
四
九
頁
）

　

こ
こ
に
挙
げ
た
三
例
は
い
ず
れ
も
、
清
流
と
さ
れ
る
河
に
年
魚
が

い
る
こ
と
を
示
す
記
事
と
な
っ
て
い
る
。『
風
土
記
』
に
は
産
物
と

し
て
そ
の
河
で
ど
の
よ
う
な
魚
が
と
れ
る
か
を
示
す
記
事
が
多
い

が
、
先
に
引
用
し
た
三
例
の
よ
う
に
、
清
流
で
あ
る
河
に
い
る
と

記
さ
れ
る
魚
は
年
魚
以
外
に
は
な
か
っ
た
（
注
16
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、

年
魚
は
澄
ん
だ
河
に
い
る
と
い
う
認
識
が
時
人
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。『
風
土
記
』
の
記
事
で
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
、『
古
事
記
』
に

お
い
て
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
参
考
に
す
る
こ

と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
年

魚
の
い
る
河
は
清
流
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ

わ
せ
る
と
、
神
功
皇
后
は
出
産
の
穢
れ
の
付
着
し
た
「
裳
」
を
清
流

に
垂
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
穢
れ
を
清
め
る
禊
に
準
ず
る
行
為

を
お
こ
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
神
功
皇
后
は
「
裳
」
に
付
着
し
た
出
産
の
穢
れ

を
清
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
魚
を
釣
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
年
魚
が
釣
れ
た
の
は
援
助

の
象
徴
で
あ
る
「
裳
」
に
付
着
し
た
穢
れ
を
清
め
た
証
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
年
魚
釣
り
の
直
後
に
、
異
母
兄
弟
の
反

乱
が
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
年
魚
が
釣
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
反

乱
の
鎮
圧
の
予
兆
、
す
な
わ
ち
瑞
祥
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
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あ
る
。

　

し
か
し
、こ
の
考
え
に
は
依
然
と
し
て
大
き
な
課
題
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
本
文
中
に
禊
を
行
っ
た
と
の
記
述
の
な
い
こ
と
、
そ
し
て
も

う
一
つ
は
、『
古
事
記
』
編
纂
当
時
に
出
産
の
穢
れ
に
対
す
る
認
識

は
い
か
が
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
課
題
に

関
し
て
、『
古
事
記
』
編
纂
当
時
に
お
い
て
は
出
産
の
穢
れ
を
認
識

し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
先
行
論
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と

し
て
長
田
愛
子
氏
（
注
17
）
の
説
を
こ
こ
で
挙
げ
る
。

　

氏
は
次
に
挙
げ
る
上
巻
の
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
出
産
の
場
面
に
つ
い
て

考
察
を
行
っ
て
い
る
。

是
に
、
海
の
神
の
女
豊
玉
毘
売
命
、
自
ら
参
ゐ
出
で
て
白
し
し

く
、「
妾
は
、
已
に
妊
身
み
ぬ
。
今
産
む
時
に
臨
み
て
、
此
を

念
ふ
に
、
天
つ
神
の
御
子
は
、
海
原
に
生
む
べ
く
あ
ら
ず
。
故
、

参
ゐ
出
で
到
れ
り
」
と
ま
を
し
き
。
爾
く
し
て
、
即
ち
其
の
海

辺
の
波
限
に
し
て
、
鵜
の
羽
を
以
て
葺
草
と
為
て
、
産
殿
を
造

り
き
。
是
に
、
其
の
産
殿
を
未
だ
葺
き
合
へ
ぬ
に
、
御
腹
の
急

か
な
る
に
忍
へ
ず
。
故
、
産
殿
に
入
り
坐
し
き
。

爾
く
し
て
、
方
に
産
ま
む
と
す
る
時
に
、
其
の
日
子
に
白
し
て

言
ひ
し
く
、「
凡
そ
他
し
国
の
人
は
、
産
む
時
に
臨
み
て
、
本

つ
国
の
形
を
以
て
産
生
む
ぞ
。
故
、
妾
、
今
本
の
身
を
以
て
産

ま
む
と
為
。
願
ふ
、妾
を
見
る
こ
と
勿
れ
」
と
い
ひ
き
。
是
に
、

其
の
言
を
奇
し
と
思
ひ
て
、
窃
か
に
其
の
方
に
産
ま
む
と
す
る

を
伺
へ
ば
、
八
尋
わ
に
と
化
り
て
、
匍
匐
ひ
委
虵
ひ
き
。
即
ち

見
驚
き
畏
み
て
、
遁
げ
退
き
き
。
爾
く
し
て
、
豊
玉
毘
売
命
、

其
の
伺
ひ
見
る
事
を
知
り
て
、
心
恥
し
と
以
為
ひ
て
、
乃
ち
其

の
御
子
を
生
み
置
き
て
、
白
さ
く
、「
妾
は
、
恒
に
海
つ
道
を

通
り
て
往
来
は
む
と
欲
ひ
き
。
然
れ
ど
も
、
吾
が
形
を
伺
ひ
見

つ
る
こ
と
、
是
甚
怍
し
」
と
ま
を
し
て
、
即
ち
海
坂
を
塞
ぎ
て
、

返
り
入
り
き
。
是
を
以
て
、
其
の
産
め
る
御
子
を
名
け
て
、
天

津
日
高
日
子
波
限
建
鵜
葺
草
葺
不
合
命
と
謂
ふ
。

　
　
　

（『
古
事
記
』
上
巻　

日
子
穂
々
手
見
命
と
鵜
葺
草
葺
不
合

命
条　

一
三
四
～
一
三
七
頁
）

　

長
田
氏
は
、
ホ
ヲ
リ
に
見
ら
れ
た
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
が
「
心
恥
し
」

と
思
う
こ
と
に
関
し
て
、「
女
性
に
と
っ
て
出
産
時
の
姿
を
見
ら
れ

る
こ
と
は
、
豊
玉
毘
売
の
言
葉
に
「
心
恥
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一

般
的
に
恥
し
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
強
い
「
禁
忌
」
に
あ
た
る
と

は
考
え
に
く
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
産
屋
に
関
し
て
は
、「
神

や
天
皇
の
出
産
記
事
が
多
い
こ
と
か
ら
」、「「
産
屋
」
に
は
非
日
常

的
な
神
聖
な
場
所
と
い
う
意
味
が
あ
る
」
と
捉
え
、
記
紀
編
纂
時
の

妊
娠
・
出
産
へ
の
穢
れ
意
識
は
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

長
田
氏
の
研
究
は
出
産
を
穢
れ
と
規
定
し
た
の
が
『
西
宮
記
』
所

収
の
『
弘
仁
式
』
逸
文
及
び
『
延
喜
式
』（
注
18
）
の
頃
か
ら
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、「『
古
事
記
』
の
記
述
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
編
纂

段
階
の
「
穢
」
意
識
が
強
く
作
用
し
て
い
る
と
み
な
し
な
が
ら
、『
延



− 11 −

喜
式
』
の
「
穢
」
規
定
に
当
た
る
女
性
の
穢
れ
観
が
み
ら
れ
る
か
」

を
分
析
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
古
事
記
』
と
『
延
喜
式
』
の
成
立
と
で
は
、
約

二
〇
〇
年
の
差
が
あ
る
。
長
田
氏
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
穢

れ
の
定
義
は
「
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
常
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は

な
く
、「
穢
」
の
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
歴
史
的
背
景
と
の
か

か
わ
り
で
、
厳
密
か
つ
慎
重
に
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で

あ
っ
て
、『
延
喜
式
』
の
規
定
に
当
て
は
ま
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

記
紀
編
纂
当
時
に
穢
れ
の
意
識
が
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
岡
田
重
精
氏
（
注
19
）
は
記
紀
の
出
産
の
場
面
か
ら
は
、「
こ
れ

を
忌
避
す
る
局
面
を
積
極
的
に
表
明
す
る
記
事
は
認
め
ら
れ
」
ず
、

「
出
産
を
穢
と
し
ま
た
忌
む
べ
き
も
の
と
し
て
積
極
的
に
規
定
す
る

の
は
『
弘
仁
式
』
以
降
」
と
し
な
が
ら
も
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
出

産
の
場
面
に
お
け
る
「
妾
を
見
る
こ
と
勿
れ
」
と
い
う
台
詞
は
「
出

産
瞥
見
の
禁
忌
」
に
基
づ
く
発
言
で
あ
る
と
考
え
、
出
産
を
「
日
常

的
な
場
か
ら
隔
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
非
日
常
的
な
畏
る
べ
き
事

象
」
と
捉
え
た
。
ま
た
、
出
産
か
ら
の
忌
避
を
間
接
的
に
推
定
さ
せ

る
も
の
と
し
て
産
屋
を
挙
げ
、「
邪
悪
を
祓
い
危
険
を
防
御
し
て
出

産
を
守
護
す
る
の
を
第
一
義
と
し
」、「
そ
の
た
め
に
隔
離
し
た
仮
屋

を
設
け
た
と
い
う
見
方
も
で
き
そ
う
」
だ
と
述
べ
る
。

　

岡
田
氏
の
「
日
常
的
な
場
か
ら
隔
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
非
日

常
的
な
畏
る
べ
き
事
象
」
が
出
産
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
方
は
、
本

論
の「
神
功
皇
后
の
年
魚
釣
り
が
禊
に
準
ず
る
行
為
で
あ
る
可
能
性
」

と
い
う
主
張
を
、
よ
り
強
め
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
神
功
皇
后
は

「
日
常
的
な
場
か
ら
隔
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
非
日
常
的
な
畏
る

べ
き
事
象
」
で
あ
る
出
産
で
用
い
ら
れ
た
「
裳
」
を
禊
ぎ
清
め
る
必

要
性
が
あ
っ
た
。
清
め
た
こ
と
で
年
魚
を
釣
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き

た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

年
魚
釣
り
が
禊
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
た
が
、
現
段
階
で
は
こ
の

主
張
は
十
分
と
は
言
え
ず
、
特
に
「
禊
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る

表
現
を
用
い
ず
に
「
裳
」
を
清
め
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
イ

メ
ー
ジ
す
る
「
禊
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ

る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
、
さ
ら
に
考
察
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

五
　
お
わ
り
に

　

本
論
に
お
い
て
は
未
だ
課
題
が
残
る
も
の
の
、
神
功
皇
后
の
年
魚

釣
り
に
関
し
て
新
た
な
知
見
か
ら
考
察
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
よ
う

に
思
う
。『
古
事
記
』の「
裳
」の
持
ち
主
が
援
助
の
役
割
を
果
た
し
、

神
功
皇
后
も
こ
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
こ
と
、
そ
し
て
直
前
に
語
ら

れ
た
出
産
の
物
語
と
の
関
連
の
な
か
で
読
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
出

産
の
穢
れ
を
清
め
る
禊
に
等
し
い
行
為
と
し
て
釣
り
を
し
た
と
物

語
っ
て
い
る
可
能
性
を
示
し
た
。
以
上
の
点
を
成
果
と
し
て
本
論
の

帰
結
と
し
た
い
。
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（
注
1
）
中
西
進
『
古
事
記
を
読
む
３　

大
和
の
大
王
た
ち
』（
一
九
八
六
年
一

月
、
角
川
書
店
）

（
注
2
）
神
野
志
隆
光
「
応
神
天
皇
の
物
語
︱
天
皇
の
世
界
の
秩
序
の
確
立
︱
」

（『
古
事
記
研
究
大
系
６　

古
事
記
の
天
皇
』、
一
九
九
四
年
八
月
、
高

科
書
店
）

（
注
3
）
明
治
期
か
ら
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
の
神
功
皇
后
に
関
す
る
研
究
に
つ

い
て
は
、所
功「
現
代
に
お
け
る
神
功
皇
后
︱
研
究
文
献
の
要
約
」（『
神

功
皇
后
』、
一
九
七
二
年
五
月
、
皇
学
館
大
学
出
版
部
）
に
詳
し
い
。

（
注
4
）
神
功
皇
后
の
年
魚
釣
り
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
参
照
し
た
も
の

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

倉
塚
曄
子
「
胎
中
天
皇
の
神
話
」（『
古
代
の
女
』（
一
九
八
六
年
六
月
、

平
凡
社
）、
初
出
：「
胎
中
天
皇
の
神
話
（
中
）」（『
文
学
』
50

（
3
）、
一
九
八
二
年
三
月
））

　
　
　
　

林
田
洋
子
「
ア
ユ
を
め
ぐ
る
伝
承
︱
宮
廷
讃
歌
の
一
表
現
と
大
伴
氏

︱
」（『
國
學
院
雑
誌
』
72
（
12
）、
一
九
七
一
年
一
二
月
）

　
　
　
　

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
3
（
一
九
八
八
年
八
月
、
平
凡
社
）

　
　
　
　

三
浦
佑
之
「
生
産
・
労
働
・
交
易
」（「
漁
撈
」
の
項
）（
古
橋
信
孝
［
編
］

『
こ
と
ば
の
古
代
生
活
誌
』、一
九
八
九
年
一
月
、河
出
書
房
新
社
）

　
　
　
　

三
浦
佑
之
氏
は
、
そ
の
後
、「
年
魚
を
釣
る
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
︱

ア
ユ
釣
り
の
起
源
と
釣
り
針
︱
」（『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』

137
、
二
〇
〇
九
年
一
月
）
を
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
で

は
ワ
タ
ツ
ミ
云
々
の
こ
と
に
関
し
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　

瀧
口
泰
之
「
神
功
皇
后
論
︱
古
事
記
に
お
け
る
伝
承
構
成
と
そ
の
素

材
に
つ
い
て
︱
」（『
古
事
記
研
究
大
系
6　

古
事
記
の
天
皇
』、

一
九
九
四
年
八
月
、
高
科
書
店
）

　
　
　
　

こ
れ
ら
の
研
究
は
本
論
を
書
く
に
あ
た
り
多
く
の
示
唆
に
富
む
内
容

で
あ
っ
た
が
、
紙
面
の
都
合
上
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
注
5
）
本
文
引
用
に
際
し
て
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
肥
前
国
風
土
記
』

の
い
ず
れ
も
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
依
拠
し
、
括
弧
内
に

巻
や
頁
数
等
を
示
し
た
。

（
注
6
）
倉
塚
曄
子
「
胎
中
天
皇
の
神
話
」（『
古
代
の
女
』（
一
九
八
六
年
六
月
、

平
凡
社
）、
初
出
：「
胎
中
天
皇
の
神
話
（
中
）」（『
文
学
』
50
（
3
）、

一
九
八
二
年
三
月
））

（
注
7
）
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
2
（
一
九
三
〇
年
、
日
本
名
著
刊
行
会
）

（
注
8
）
尾
崎
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』（
一
九
六
六
年
四
月
、
加
藤
中
道
館
）

（
注
9
）
直
木
孝
次
郎
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
と
伊
勢
神
宮
」（『
日
本
古
代
の

氏
族
と
天
皇
』、
一
九
六
四
年
十
二
月
、
塙
書
房
）

　
　
　
　

金
井
清
一
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
物
語
と
伊
勢
神
宮
神
威
譚
︱
鍛
治
技
術

民
伝
承
の
観
点
か
ら
︱
」（『
文
学
』
35
（
7
）、
一
九
六
七
年
七
月
）

　
　
　
　

吉
井
巖
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
物
語
形
成
に
関
す
る
一
試
案
」（『
天
皇
の

系
譜
と
神
話
』
1
、
一
九
六
七
年
十
一
月
、
塙
書
房
）

　
　
　
　

倉
塚
曄
子
「
伊
勢
神
宮
の
由
来
」（『
古
代
の
女
』（
一
九
八
六
年
六
月
、

平
凡
社
）、『
文
学
』
41
（
3
）、（
4
）
一
九
七
三
年
三
月
、四
月
）
初
出
）

（
注
10
）『
日
本
書
紀
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、
熊
襲
征
伐
に
際
し
て
ヤ
マ
ト
ヒ

メ
の
元
を
訪
れ
ず
、
女
装
の
場
面
に
つ
い
て
は
、「
是
に
日
本
武
尊
、

髪
を
解
き
童
女
の
姿
に
作
り
て
」（『
日
本
書
紀
』
巻
第
七　

景
行
天

皇
二
十
七
年
十
二
月　

一
二
六
六
頁
）
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

（
注
11
）
西
郷
信
綱
『
古
事
記
の
世
界
』（
一
九
六
七
年
九
月
、
岩
波
書
店
）

（
注
12
）
阪
下
圭
八
「
聖
婚
・
歌
垣
・
国
見
︱
古
代
歌
謡
の
世
界
︱
」（『
伝

統
と
現
代
』
15
、
一
九
七
二
年
五
月
、（『
初
期
万
葉
』
所
収
。

一
九
七
八
年
五
月
、
平
凡
社
））

（
注
13
）
倉
塚
曄
子
「
胎
中
天
皇
の
神
話
」（『
古
代
の
女
』（
一
九
八
六
年
六
月
、
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平
凡
社
）、
初
出
は
「
胎
中
天
皇
の
神
話
（
中
）」（『
文
学
』
50
（
2
）、

一
九
八
二
年
二
月
）。）

（
注
14
）
以
下
、「
待
酒
」
や
「
酒
楽
の
歌
」
に
関
す
る
先
行
研
究
を
簡
潔
に
ま

と
め
る
。

　
　
　
　

・
倉
塚
曄
子「
胎
中
天
皇
の
神
話
」（『
古
代
の
女
』（
一
九
八
六
年
六
月
、

平
凡
社
）、
初
出
は
「
胎
中
天
皇
の
神
話
（
上
）」（『
文
学
』
50
（
2
）

一
九
八
二
年
二
月
）。）

　
　
　
　
「
マ
チ
に
は
待
つ
の
意
だ
け
で
な
く
、
呪
的
な
予
兆
の
意
も
あ
る
か
ら
、

巫
女
的
性
格
を
も
つ
母
に
ふ
さ
わ
し
く
、
成
人
し
て
帰
っ
て
く
る
太

子
を
呪
的
に
予
祝
す
る
た
め
の
酒
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」

　
　
　
　

・
中
西
進
『
古
事
記
を
読
む
3　

大
和
の
大
王
た
ち
』（
一
九
八
六
年

一
月
、
角
川
書
店
）

　
　
　
　
「
巡
業
を
終
え
た
人
間
が
大
和
に
帰
っ
て
き
て
即
位
す
る
。
そ
れ
に
先

立
ち
、
待
ち
受
け
て
酒
を
飲
む
と
い
う
儀
式
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
」、

「
待
酒
」
を
飲
む
こ
と
が
「
即
位
に
必
要
な
儀
礼
」
で
あ
る
と
す
る
。

　
　
　
　

・
久
富
木
原
玲
「
神
功
、
応
神
神
話
と
八
十
島
祭
︱
武
内
宿
禰
の
造

型
を
通
し
て
︱
」（『
日
本
文
学
』
40
（
12
）、
一
九
九
一
年
十
二
月
）

　
　
　
　
　

酒
楽
の
歌
の
物
語
の
次
に
は
既
に
応
神
天
皇
の
御
世
が
語
ら
れ
る

点
か
ら
、「
酒
楽
歌
は
た
だ
単
に
成
人
を
祝
う
も
の
で
は
な
く
、
即
位

を
記
念
す
る
歌
と
い
う
意
味
も
も
つ
」
と
す
る
。

　
　
　
　
　

先
行
研
究
を
参
考
に
考
え
る
と
、「
待
酒
」
を
献
上
し
「
酒
楽
の
歌
」

を
詠
む
こ
と
は
応
神
天
皇
へ
の
援
助
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

（
注
15
）
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
４
（
一
九
三
〇
年
、
日
本
名
著
刊
行
会
）

（
注
16
）
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
を
用
い
て
『
風
土
記
』
中
の
「
川
」
お
よ
び
「
河
」

の
記
事
を
検
索
し
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
目
を
通
し
た
。
尚
、
清
流

と
示
さ
れ
る
が
年
魚
の
記
載
が
な
い
も
の
、
及
び
、
魚
が
い
る
と
さ

れ
る
が
清
流
で
あ
る
と
の
記
載
の
な
い
記
事
は
存
在
す
る
。

（
注
17
）
長
田
愛
子
「
古
代
日
本
に
お
け
る
女
性
穢
れ
観
の
成
立
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

︱
「
記
紀
」
の
「
穢
」
に
関
す
る
記
述
の
分
析
か
ら
︱
」（『
総
合
女

性
史
研
究
』
22
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）

（
注
18
）
以
下
、『
弘
仁
式
』
逸
文
及
び
『
延
喜
式
』
の
記
載
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　

或
記
云
は
く
、
弘
仁
式
に
云
は
く
、
穢
忌
の
事
に
触
れ
忌
む
べ

き
は
、
人
の
死
は
卅
日
を
限
り
、
産
は
七
日
、
六
畜
の
死
は
五
日
、

産
は
三
日
、其
の
完
を
喫
み
及
び
喪
を
弔
ひ
、疾
を
問
ふ
は
三
日
、

（『
弘
仁
式
』
逸
文
（『
西
宮
記
』
巻
七　

定
穢
事　

二
五
頁
））

　
　
　
　
　
　

凡
そ
穢
悪
し
き
事
に
触
れ
忌
む
べ
き
は
、
人
の
死
は
卅
日
を
限

り
〈
葬
る
日
よ
り
始
め
て
計
え
よ
、〉
産
は
七
日
、
六
畜
の
死
は

五
日
、
産
は
三
日
、〈
鶏
は
忌
む
限
り
に
非
ず
、〉
其
の
宍
を
喫

る
は
三
日
、〈
此
の
官
は
尋
常
に
之
を
忌
め
、
但
し
祭
事
に
当
た

ら
ば
、
余
の
司
も
皆
忌
め
〉

（『
延
喜
式
』
巻
三　

神
祇
三　

臨
時
祭　

六
八
頁
）

　
　
　
　

引
用
に
際
し
て
、『
弘
仁
式
』
逸
文
は
故
実
叢
書
編
集
部
［
編
］『
改

訂
増
補 

故
実
叢
書 

七
巻 

西
宮
記
第
二
』（
一
九
九
三
年
六
月
、
明
治

図
書
出
版
）
を
、『
延
喜
式
』
は
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
［
共
編
］

『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

交
替
式
・
弘
仁
式
・
延
喜
式
前
篇
』（
一
九
八
九

年
四
月
、
吉
川
弘
文
館
）
を
参
照
し
、
私
に
書
き
下
し
た
。

（
注
19
）
岡
田
重
精
『
古
代
の
斎
忌
︱
日
本
人
の
基
層
信
仰
︱
』（
一
九
八
二
年

五
月
、
国
書
刊
行
会
）

（
か
む
ら　

さ
と
る
）




